
国際大学グローバル・コミュニケーション・センター
Center for Global Communications,
International University of Japan

今号の内容

□翻訳「西暦2000年問題対応状況関連情報の開示に関する
法律」(アメリカ合衆国第105議会第2会期議事）

GLOCOM
Review

Special Issue
March 1999

ISSN 1344-4816 



1999年3月26日発行（別冊2号通巻39号）
発行人　公文 俊平　　編集人　上村 圭介
発行　　国際大学グローバル・コミュニケーション・センター
　　　　東京都港区六本木6-15-21 ハークス六本木ビル
　　　　Copyright (c) 1999 Center for Global Communications

GLOCOM Reviewは、国際大学グローバル・コミュニケーション・
センターがその著作権を有するものであり、著作権法上の例外を除
き許可なく全文またはその一部を複写・複製・転載することは法律
で禁じられています。



解　説

　この文書は、アメリカ合衆国議会が1998年に制定した法律「An act to encourage
the disclosure and exchange of information about computer processing problems, solu-
tions, test practices and test results, and related matters in connection with the transi-
tion to the year 2000（省略名 Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act）」
の日本語訳である。日本語訳自体は、国際大学グローバル・コミュニケーション・セ
ンターのウェブサイト（http://www.glocom.ac.jp/proj/y2k/）から入手できる。
　この法律は、2000年問題関連では9本目の立法にあたり、1998年10月19日にクリ
ントン大統領の署名をうけて成立した。俗に、この法律は、その性格から「善きサマ
リア人（Good Samaritan）立法」と呼ばれることがある。「善きサマリア人」とは、
キリスト教の新約聖書に出てくるエピソードだが、この趣旨は、善意の救済者が救済
行為を行なう場合には、その救済過程で過失があっても責任は問わないという精神で
ある。つまり、善意の救済者の過失を免責するという精神の立法一般をグッド・サマ
リタン立法と呼んでいるのである。
　この法律の特徴は二つある。第一の特徴は、開示した情報を根拠に訴訟を起こされ
ることがないことを保証し、企業対し必要な情報開示を促進させることを目的とする
点である（製品サービスの欠陥から企業を守るものではない）。第二の特徴は、独占
禁止法の一部を2000年 7月 14日まで一時的に適用停止するという点である。
　さて、この法律は、産業界が2000年問題に対して協力的に対応することを促進す
るという点では高く評価できる。訴訟社会といわれているアメリカにおいては、この
2000年問題は、ことによればコンピュータ産業を壊滅させる影響力をもちかねない。
訴訟の結果によっては、メーカは、直接的損害の賠償請求だけでなく懲罰的な賠償請
求というものを課せられる危険性があり、このまま2000年問題関連の訴訟が発生す
れば、アメリカのコンピュータ産業は、賠償の負担に耐えられず壊滅してしまうおそ
れすらある。現在、アメリカは、情報産業分野でも世界を席巻しており、2000年問
題はこのアメリカの国益を損なうものでもある。したがって、2000年問題に関する
損害を全産業、全経済界が平準化して負担する仕組みを作り出さなければ、アメリカ
の経済が危機に陥ることにもなりかねない。この法律は、そういう状況の中で編み出
された実に巧妙な仕掛けであるとの見方も可能であろう。
　コンピュータ産業は、このような立法措置を受けて積極的に情報開示をすることが
期待される。それは社会的にも強く求められていることである。企業は情報開示をし
たことを根拠にして訴訟を起こされることはないため、少しでも製品に問題や欠陥が
ある場合、あるいは製品に対して心配がある場合、それをインターネットで情報開示
していくことになる。2000年問題は、いずれにしても時間切れになってしまい完全
対応が難しい。ユーザはそれぞれ独自に対応を進めていかなければならない。例え
ば、メーカが、これはこういう問題点がありますよと情報開示をしたら、ユーザはた
だちに対応をしなければならなくなる。判っているにもかかわらずユーザが即座に対
応をしなければ、ユーザ側の過失になるため、後で仮に損害賠償が請求できても過失
相殺で大幅に減額されてしまう。そのような事情により、アメリカのコンピュータ産
業、電子機器メーカにとっては、技術的詳細を積極的に開示していくことが自分たち
を救う唯一の方法になっていると言えるだろう。
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S. 2392（登録法案（大統領宛に送付））

アメリカ合衆国第105回議会

第2会期

1998年 1月 27日火曜日ワシントン市において開会／開催

会期中においてアメリカ合衆国上院ならびに下院双方により制定。

第1条　簡潔名称

本法律は、「西暦2000年問題対応状況関連情報の開示に関する法律」と表記すること
ができるものとする。

第2条　背景および目的

(a)　背景－合衆国議会では以下の点を認識する：

(1)(A)　1999年の特定の日付ならびに1999年12月31日以降の日付を認識でき
ず、西暦2000年（およびそれ以降）の日付を西暦1900年（およびそれ以
降）の日付と誤認する、あるいは西暦2000年以降の日付を正しく処理で
きないコンピューターシステム、ソフトウェア、電子装置等は少なく見積
もっても数十万、恐らく数百万に達するものと予想される。

(B)　上記(A)項に記載する問題および同問題に起因する障害が現実化すれば、
合衆国および世界中の市場、商業活動、消費者製品、公共事業、政府、安
全防衛システム等が機能するうえで必要不可欠な様々なシステムが無能化
する。

(C)　国家的利益ならびに世界的な利益を考えた場合、当該問題により重要シス
テムが無能化される前に、影響を被ると思われるシステムについてプログ
ラムの修正あるいは交換等の対策を講ずることが必要である。

(2)　各種実体、製品およびサービスにおける西暦2000年問題対策状況につい
ての情報を迅速、率直かつ徹底して開示ならびに交換することは：

(A)　公共組織ならびに民間組織の2000年問題への対応能力向上に大きく
役立つだけではなく、

(B)　2000年問題にともない国家経済の繁栄と安全が崩壊する可能性を最
小限にくい止めるうえで、国家的に非常に重要かつ不可欠なことで
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あると考えられる。

(3)　しかし、2000年問題対応状況に関する情報を開示／交換すると法的な責任
を問われるのではないかとの懸念から、同情報の開示／交換は妨げられて
いる。

(4)　公共組織ならびに民間組織双方が2000年問題にタイムリーに対処するに
あたっては、訴訟に対するいわれなき不安を抱くことなく2000年問題に
関する対応状況、対策、テスト事例、テスト結果等の情報を公共組織およ
び民間組織に対して広める、あるいはこれらの組織と交換することができ
るような環境作りが不可欠である。

(5)　そこで、これらの情報のタイムリーな開示／交換が促進されるよう、2000
年問題の対応に関する情報の開示と交換について統一的な法的基準を設け
ることが国家の利益につながるものと考えられる。

(b)　目的－合衆国憲法第1条、第8項3が定める権限にもとづき、本法律の目的を次
のごとく定める：

(1)　2000年問題対応状況に関する情報の自由な開示と交換を促進する。

(2)　効果的かつ迅速に2000年問題に対応できるよう消費者、中小企業、地方
自治体を支援する。

(3)　2000年問題対応状況に関する情報の開示と交換について統一的な法的原則
を確立し、州際通商への負担を軽減する。

第3条　定義

本法律において：

(1)　反トラスト法－「反トラスト法」とは：

(A)　クレイトン法(15 U.S.C. 12(a))第 1条の(a)項が定める意味を有する
（ただし、連邦取引委員会法(15 U.S.C. 45)第 5条が不当競争手段に
対して適用される場合は同取引委員会法第5条を含む）。および、

(B)　上記(A)項に記載する法律と類似の州法全てを含む。

(2)　消費者－「消費者」とは、再販以外の目的で消費者製品を取得した個人を
いう。

(3)　消費者製品－「消費者製品」とは、通常、個人的、家族的もしくは家庭的
な目的に使用される動産または個人的サービスをいう。

(4)　対象訴訟－「対象訴訟」とは、連邦法または州法にもとづく全ての民事訴
訟をいう（ただし、規制、監督あるいは執行を担当する連邦政府、州政府
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または他の公的実体、省庁、当局により提訴されたものは除く）。

(5)　提示者－「提示者」とは、次のいずれかを行う者または実体（連邦政府ま
たは州政府、またはこれらの下部組織を含む）をいう：

(A)　2000年問題に関するステートメントの発行または公表、

(B)　2000年問題に関するステートメントの立案または作成、または、

(C)　2000年問題に関するステートメントの立案、作成、発行、承認ある
いは公表における支援、助言、見直し、報告、コメント、承認、そ
の他。

(6)　再発布－「再発布」とは、他の者によってなされたオリジナルの2000年
問題ステートメントの一部または全てを再度発布することをいう。

(7)　2000年問題関連インターネット・ウェブサイト－「2000年問題関連イン
ターネット・ウェブサイト」とは、そのウェブサイトのコンテンツまたは
サービスを制作または管理する者または実体により、その者または実体に
関係する2000年問題ステートメントの一般向けの掲示が行われている旨、
または他の形態により同ステートメントへの一般のアクセスが許可されて
いる旨が同ウェブサイトまたは同サービスにおいて明示されているイン
ターネットのウェブサイトもしくは電子的手段によりアクセス可能な他の
類似サービスをいう。

(8)　2000年問題処理－「2000年問題処理」とは、20世紀の日付データ、21世
紀の日付データ、西暦1999年の日付データ、西暦2000年の日付データ、
閏年の日付データを相互に処理（算定、比較、順序立て、表示、記憶を含
む）、伝達、受領することをいう。

(9)　2000年問題対応状況に関する開示情報－「2000年問題対応状況に関する
開示情報」とは、次の条件を満たした書面による2000年問題に関するス
テートメントをいう：

(A)　その書面上において2000年問題対応状況に関する開示情報である旨
が明示されていること。および、

(B)　有形媒体上に記されており、あるいは電子的な媒体または他の形式
の媒体に記録されており、知覚しうるフォームで検索可能なもので
あること。および、

(C)　該当する者または実体の2000年問題処律fﾉ関して、または該当する
者または実体が提供する製品もしくはサービスの2000年問題処理に
関して、その者または実体の手により、またはその者または実体の
許可を得て発行もしくは公表されたものであること。

(10)　2000年問題解決製品／サービス－「2000年問題解決製品／サービス」と
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は、人または実体がライセンス供与、販売もしくは提供するソフトウェア
またはサービスで、同人または同実体以外の者または実体が製造もしくは
提供するシステム、製品またはサービスに関する2000年問題処理におけ
る諸問題を検出もしくは是正するために特に設計されたものをいう。

(11)　2000年問題に関するステートメント

(A)　一般－「2000年問題に関するステートメント」とは、その様式／媒
体を問わず、ある当事者から他の当事者または一般市民に向けたコ
ミュニケーションもしくは他の形態による情報の伝達で、次に関す
るものをいう：

(i)　実体、製品、サービスまたは一連の製品／サービスの2000年
問題処理能力に関する評価、予想もしくは予測に関するもの。

(ii)　実体、製品、サービスまたは一連の製品／サービスの2000年
問題処理能力の実施もしくは確認についての計画、目標、予
定に関するもの。

(iii)　次のいずれかによる2000年問題処理に関するテスト計画、テ
ストデータ、テスト結果、運用上の問題／解決策等に関する
もの：

(I)　製品、または、

(II)　製品を組み込んだ、または製品を利用したサービス

(iv)　2000年問題処理能力の見直し、コメント、またはその他直接
的または間接的にこれに関連するもの。

(B)　除外－証券法にもとづく訴訟においては、1934年の証券取引法第3
条の(a)(47)項(15 U.S.C. 78c(a)(47))において同文言が定義されてい
るごとく、1934年の証券取引法第12条の(i) (15 U.S.C. 781(i))にも
とづき証券取引委員会宛または連邦銀行業務監督者宛に提出された
文書中もしくは資料中に含まれるステートメント、ならびに開示情
報または書面で、証券の販売勧誘または販売の申出にともなうもの
は「2000年問題に関するステートメント」とは見なさない。

第4条　2000年問題に関するステートメントの保護

(a)　証拠からの除外－いかなる2000年問題対応状況に関する開示情報といえども、
他の当事者が提訴した対象訴訟において、該当開示情報の提示者に対し、該当
開示情報中に記載されている2000年問題に関するステートメントの正確性また
は真偽を証明するための証拠としてその一部あるいは全てを利用することはで
きないものとする。ただし、以下の場合を除く：
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(1)　適用法によりそれが認められていることを条件として、期限前の契約違反
または期限前の契約拒絶に係る請求、あるいは該当提示者に対する類似請
求の根拠としてこれを利用する場合。および、

(2)　事由の如何を問わず、該当提示者が2000年問題対応状況に関する開示情
報を利用することは不誠実あるいは不正手段である、もしくは本法律の妥
当と認められる目的達成の範囲から逸脱するものであるとの判断から、対
象訴訟の担当裁判所が本(a)項の適用を制限する旨の決定を下した場合。

(b)　虚偽の、誤解を招く、あるいは不正確な2000年問題に関するステートメント－
本(c)項に規定する場合を除き、いかなる対象訴訟においても（ただし、同訴訟
が2000年問題に関するステートメントが虚偽である、誤解を招くものである、
あるいは不正確であるとの根拠にもとづくものであった場合）、原告側によっ
て、適用訴訟の他の全ての要件に加えて明確かつ説得力のある証拠により以下
の点が明らかにされた場合を除き、その2000年問題に関するステートメントの
提示者は、その2000年問題に関するステートメントについて連邦法あるいは州
法にもとづく責任を問われることはないものとする：

(1)　その2000年問題に関するステートメントが法廷訴訟に大きく影響するも
のであること。および、

(2)(A)　その2000年問題に関するステートメントが再発布ではない場合、該当
提示者が：

(i)　同ステートメントが虚偽、不正確あるいは誤解を招くものであるこ
とを認識しつつ同ステートメントを作成したこと、

(ii)　他を欺こう、または他に誤解を生じさせようとの意図を持って同ス
テートメントを作成したこと、あるいは、

(iii)　同ステートメントの正確性について十分な注意を払わずに同ステー
トメントを作成したこと、あるいは、

(B)　その2000年問題に関するステートメントが再発布であった場合は、その
再発布を行った該当提示者が：

(i)　同ステートメントが虚偽、不正確あるいは誤解を招くものであるこ
とを承知しながら同ステートメントを作成したこと、

(ii)　他を欺こう、または他に誤解を生じさせようとの意図を持って同ス
テートメントを作成したこと、あるいは、

(iii)　同ステートメントを作成する際に同ステートメント中において以下
の点を明記しなかったこと：

(I)　該当再発布の内容が同提示者によって確認済ではないこと、ま
たは、
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(II)　同提示者は該当再発布の情報源ではなく、同再発布が、その
2000年問題に関するステートメント中もしくはその再発布中
において明らかにされている他の者または実体から供給され
た情報にもとづくものであること。

(c)　名誉毀損または類似請求－連邦法または州法にもとづく名誉毀損、営業上の批
判、その他の請求に関する対象訴訟において（ただし、同訴訟が2000年問題に
関するステートメントが虚偽である、誤解を招くものである、あるいは不正確
であるとの根拠にもとづくものであった場合）、原告側によって、適用訴訟の他
の全ての要件に加えて、明確かつ説得力のある証拠により、該当提示者が、そ
の2000年問題に関するステートメントが虚偽であることを承知の上で同ステー
トメントを作成したこと、またはその真偽に十分な注意を払わずに同ステート
メントを作成したことが明らかにされた場合を除き、その2000年問題に関する
ステートメントの提示者は、その2000年問題に関するステートメントについて
何ら責任を問われることはないものとする。

(d)　2000年問題関連インターネット・ウェブサイト

(1)　一般－第(2)項に規定する場合を例外として、2000年問題処理に関する通
知の適否を争う対象訴訟においては（ただし、身体への侵害行為または重
大な身体的損害に関する対象訴訟を除く）、この種の通知義務を有する実
体が、同実体の2000年問題関連インターネット・ウェブサイトにおいて、
商業的に妥当と認められる方法により、商業的に妥当と認められる期間に
つき同通知を掲示した場合、同通知は妥当な方法により提供されたと見な
す。

(2)　除外－ただし、裁判所によって上記通知提供方法が以下のいずれかに該当
すると判断された場合、上記第(1)項の規定は適用しない：

(A)　上記通知提供方法が、該当通知を行う当事者が事前に通知していた
通知提供方法に関する断言内容に反するものであった場合。

(B)　上記通知提供方法が、関係当事者間における通常の取引方法と著し
く矛盾するものであった場合。または、

(C)　上記通知提供方法が、事前に通知提供方法に関する断言が一切行わ
れることなく採用されたものであり、関係当事者間において標準的
な取引方法が確立されていないにもかかわらず採用されたものであ
り、現物渡しによる通知が商業的に見て最も妥当な通知提供方法で
あることが明白であった場合。

(3)　解釈－ただし、本項のいかなる規定によっても：

(A)　他の方法による2000年問題処理に関する通知を義務づけている連邦
または州の法律、規定が変更、修正となること、
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(B)　2000年問題処理に関する通知が義務づけられること、

(C)　2000年問題処理に関する他の通知媒体の使用が排除されること、あ
るいは他の通知媒体の使用が示唆されること、あるいはインター
ネット・ウェブサイトの使用が義務づけられること、または、

(D)　2000年問題の処理に関する通知の内容や時期が指定されることはな
いものとする。

(e)　2000年問題に関するステートメントの効力についての制限

(1)　一般－いかなる対象訴訟においても、2000年問題に関するステートメント
が、公共実体または民間実体によって締結もしくは承認された契約または
保証の内容を修正あるいは変更するものであると見なされることはないも
のとする。

(2)　除外

(A)　全般－以下のいずれかに該当する場合、本項の規定は適用しない：

(i)　ある当事者の2000年問題に関するステートメントにより契約
または保証の内容が修正または変更になったとの申し立てが
あったが、同当事者が契約または保証の内容をそのように変
更もしくは修正する旨を別途書面で合意済であった場合。

(ii)　その2000年問題に関するステートメントが、該当契約または
保証の成立に関連しておこなわれたものであった場合。また
は、

(iii)　該当契約または保証において、2000年問題に関するステート
メントを通じて修正または変更を行う旨が特に規定されてい
た場合。

(B)　解釈に関する規定－2000年問題に関するステートメントが契約また
は保証におよぼす影響範囲の判断について、本項のいかなる規定に
よっても、本法律の制定年月 日付において有効であった適用連邦法
または州法が影響を受けることはないものとす る。

(f)　データ収集に関する特別要請

(1)　一般－連邦組織、省庁、当局は、本項にもとづき行われる2000年問題関
連データの収集に関する特別要請として、2000 年問題処理の関連情報
（2000年問題に関するステートメントを含む）に関する自発提供要請を明
示することができるものとする。

(2)　詳細－本項にもとづき行われる2000年問題関連データの収集に関する特
別要請においては、同要請に対する応答を収集する連邦組織、省庁または
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当局、または他の公共組織あるいは民間組織（ただし、この場合、他の公
共組織または民間組織の同意を要する）を明記する。

(3)　保護－上記(1)に説明するごとく情報提供者から明確に同意または許可が
表明された場合を除き、本項にもとづき実施される2000年問題関連デー
タの収集に関する特別要請にしたがい提供された2000年問題に関するス
テートメントならびに他の情報一切は次のように取り扱う：

(A)　合衆国法第5章第552条(b)(4)項、別名「情報公開法(Freedom of In-
formation Act)」にもとづく開示義務を免除する。

(B)　第三者に開示しない。さらに、

(C)　連邦組織、省庁、第三者は、直接的であるか否かにかかわらず、連
邦法または州法にもとづくいかなる民事訴訟においても、これを利
用しない。

(4)　除外

(A)　他所で入手した情報－ただし、本項の規定は、連邦組織、省庁もし
くは第三者が、独立した法的権威を通じて本項にもとづく要請に応
えて提供された情報を別途入手し、別途入手したこの情報を訴訟に
利用することを妨げるものではない。

(B)　自発的開示－2000年問題関連データの収集に関する特別要請に応え
て情報を提供した当事者の明確な同意を得て一般に公開された情報、
および、2000年問題関連データの収集に関する特別要請への応答と
は別に同当事者から開示された情報については、本項の情報の利用
または開示に関する制限規定を適用しない。

第5条　反トラスト法適用の一時免除

(a)　免除－本条(b)項の規定を条件として、下記目的に関する行為に限り、反トラス
ト法は適用しない：

(1)　コンピューターシステム、コンピューターシステムのコンポーネント、コ
ンピューターのプログラムまたはコンピューターのソフトウェア、あるい
はこの種のシステム、コンポーネント、プログラムまたはソフトウェアを
利用するサービスにおける2000年問題処理の欠陥の是正もしくは回避を
目的とした応答を促進する行為。または、

(2)　2000年問題処理の欠陥の影響を是正または回避するうえで役立つ情報の伝
達もしくは開示に関する行為。

(b)　適用性－本法律の制定年月日以降、かつ西暦2001年 7月 14日以前に生じた行
為、もしくは同期間中に締結／履行された契約に限り、本条(a)項を適用する。
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(c)　免除の除外－ただし、特定の者の排斥、市場の配分、または価格もしくは生産
量の調整をともなう行為、あるいは特定の者の排斥、市場の配分、または価格
もしくは生産量の調整を生じさせる行為については本条(a)項を適用しない。

(d)　解釈－本条にもとづく免除は狭義に解釈する。

第6条　除外規定

(a)　情報開示に対する影響－本法律は、連邦または州の法律もしくは規則にもとづ
き情報を提供または開示するよう（または情報を提供／開示しないよう）義務
づけることができる連邦または州の組織、省庁、当局の権限、あるいは上記法
律または規則を施行することができる連邦または州の組織、省庁、当局の権限
に影響をおよぼす、あるいはこれらの権限を排除、修正、変更するものではな
い。

(b)　契約および他の請求

(1)　一般－第4条の(a)項ならびに(e)項において特に規定されている場合を除
き、本法律は、連邦法あるいは州法にもとづき人または実体（官民を問わ
ない）の間で締結された契約または料金表により確立されたいかなる権利
についても、これに影響をおよぼす、あるいはこれを排除、修正、変更す
るものではない。

(2)　他の請求

(A)　一般－消費者によって提訴された対象訴訟においては、売り手、製
造業者、または消費者製品の供給者が同消費者を対象に行った勧誘
（広告または販売の申し出を含む）において明示的に行われた2000
年問題に関するステートメントについては本法律を適用しない。

(B)　明確な通知義務－対象訴訟においては、2000年問題改善製品または
2000年問題改善サービスの販売申し出または勧誘（広告を含む）に
おいて売り手、製造業者、または同製品または同サービスの提供者
が明示的に行った2000年問題に関するステートメントについては、
同申し出もしくは同勧誘の過程において同申し出または同勧誘を
行った当事者が第4条(d)にしたがい以下の通知を行っていない限
り、本法律を適用しない：

『この販売の過程においてあなたに対して行われたステートメント
は西暦2000年問題対応状況関連情報の開示に関する法律(XX
U.S.C.XX)の適用を受けます。したがって、論争が生じた場合、
あなたの契約または料金表に特に規定されていない限り、同
法律によって、この種のステートメントの利用に関するあな
たの法的権利が制限されることがあります。』
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(3)　解釈－本法律の規定は、2000年問題に関するステートメントに全面的に頼
らない請求を排除するものではない。

(c)　注意義務または注意義務の標準

(1)　一般－本法律は、2000年問題に関するステートメントの提示者に対し、他
の連邦法もしくは州法にもとづく場合よりも厳格な義務あるいは注意義務
の標準を課すものではない。

(2)　追加的開示－本法律は、2000 年問題対応状況に関する開示情報または
2000年問題に関するステートメントに関連して各当事者が何らかの追加情
報、否認表明または類似規定を作成または提供することを妨げるものでは
ない。

(3)　注意義務－本法律は、適用連邦法または州法が定める被信託人の注意義務
の標準あるいは注意義務を変更するものではない。

(d)　知的所有権－本法律は、連邦法または州法にもとづく特許権、著作権、半導体
マスク・ワーク、企業秘密、商用名、商標、役務標章に係る権利に影響をおよ
ぼす、あるいは同権利を排除、修正、変更するものではない。

(e)　命令的救済－本法律は、原告が2000年問題に関するステートメントに関して差
止命令による救済を求めることを妨げるものではない。

第7条　適用性

(a)　発効日

(1)　一般－本条で特に規定する場合を除き、本法律は同法律の制定年月日付を
もって発効する。

(2)　係争中の訴訟への適用－本法律は、1998年7月14日現在係争中の訴訟に
対しては影響をおよぼさず、適用もしない。

(3)　2000年問題に関するステートメントおよび2000年問題対応状況に関する
開示情報への適用－本条(b)項に規定する場合を除き、本法律は：

(A)　1998年7月14日（当日を含む）から2001年7月14日（当日を含む）
迄に行われた各2000年問題に関するステートメント、ならびに、

(B)　本法律制定年月日（当日を含む）から2001年7月14日（当日を含
む）迄に行われた各2000年問題対応状況に関する開示情報に適用す
る。

(b)　以前の2000年問題対応状況に関する開示情報

(1)　一般－第4条(a)項においては、1996年1月1日以降かつ本法律の発効日以
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前に2000年問題に関するステートメントを発行または公開した者もしく
は実体は、次の場合、同2000年問題に関するステートメントを2000年問
題対応状況に関する開示情報であると表明することができるものとする：

(A)　同2000年問題に関するステートメントが行われた時点で同2000年
問題に関するステートメントが第3条第(9)項の条件（ただし「その
書面上において2000年問題対応状況に関する開示情報である旨が明
示されていること」という条件は除く）に適合していた場合、およ
び、

(B)　2000年問題に関するステートメントを2000年問題対応状況に関す
る開示情報であると表明することを希望するその者または実体が、
本法律の発効日以降45日以内に、：

(i)　該当する2000年問題に関するステートメントの全ての受取人
に対して下記第(2)項の条件を満たす個別通知を供給した場合、
または、

(ii)　当初該当する2000年問題に関するステートメントを供給した
際に利用したものと同じ通知方法を利用することに加えて、
本(B)項でいうところの45日間の期間末日以前から、最低限、
連続する45日間にわたり、同人の2000年問題関連インター
ネット・ウェブサイトにおいて下記第(2)項の条件を満たす通
知を速やかに掲示した場合。

(2)　条件－上記(1)(B)項にもとづく通知においては：

(A)　通知対象となっている2000年問題に関するステートメントを2000
年問題対応状況に関する開示情報であると表明する旨を明記すると
ともに、

(B)　該当する 2000 年問題に関するステートメントの写し（ただし同
2000年問題に関するステートメントが2000年問題対応状況に関す
る開示情報であることを示す旨の説明文をともなうもの）を含める
ものとする。

(c)　除外－次の者または実体に対しては、本条(b)項にもとづき行われた2000年問題
に関するステートメントが2000年問題対応状況に関する開示情報であるとの表
明を適 用しない：

(1)　本条(b)(1)(B)項にもとづく通知受領以前に、その者または実体が、2000
年問題に関するステートメントに依存しており、その2000年問題に関す
るステートメントが2000年問題対応状況に関する開示情報であると遡及
的に表明されると損害を被ることを明確かつ説得力のある証拠により証明
した場合。ならびに、
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(2)　その者または実体が、本条(b)(1)(B)(i)項にもとづく個別通知を受領して後
45日以内に、もしくは本条(b)(1)(B)(ii)項による通知の場合は本法律の制
定日から180日以内に、2000年問題対応状況に関する開示情報であるとの
表明を行おうとする者または実体に対し、同表明に異議／不服を唱える書
面通知を送付した場合。

第8条　2000年問題審議会の作業グループ

(a)　一般

(1)　作業グループ－2000年問題に関する大統領の審議会（本条においては以
下「当該審議会」と称す）は、複数の連邦職員（2000年問題への対応に関
する情報を共有するため、およびその他本法律の目的を推進するために所
属組織の外部において第2条(a)(1)項に示す西暦2000年問題に取り組む
者）で構成する作業グループを設置または解散させることができるものと
する。

(2)　作業グループのリスト－当該審議会は、本条にもとづき設置された作業グ
ループについて、作業グループ、各作業グループの構成職員、各連絡先窓
口、各連絡先窓口の住所、電話番号、電子メールアドレスのリスト（印刷
物と電子的手段双方によるもの）を維持し、一般に公開するものとする。

(3)　均衡－当該委員会は、作業グループの構成職員ならびに構成職員の所属組
織の均衡維持に努めるものとする。

(4)　出席者－当該審議会は、作業グループの各会合に出席した作業グループ構
成職員ならびに他の出席者または出席組織のリスト（印刷物と電子的手段
双方によるもの）を維持し、一般に公開する。

(5)　会合－当該審議会は、同審議会が定める手順により作業グループの各会合
を事前に予告する。当該審議会は、作業グループに対し、可能な限り、ま
た同審議会の活動ならびに本法律の目的と合致する限りにおいて作業グ
ループの会合を一般に公開するよう奨励する。

(b)　連邦諮問委員会法(FACA)－本条にもとづき設置された作業グループに対しては
連邦諮問委員会法(5 U.S.C. App.)を適用しない。

(c)　告訴における私権－本条は、本条の規定実施を求める告訴における私権を設け
るものではない。

(d)　除外－本条による権能は2000年 12月 31日付をもって執行する。
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第9条　国家の情報センターおよびウェブサイト

(a)　国立ウェブサイト

(1)　一般－消費者、中小企業、自治体が他の政府関係ウェブサイト（独立機関
および他の省庁が維持するウェブサイトを含む）、ホットライン、情報セ
ンター等からコンピューター、各種システム、製品およびサービスの2000
年問題処理に関する情報を入手することを支援するために、合衆国総務庁
長官は、西暦2002年7月14日までの期間中、2000年問題に関する国立ウェ
ブサイトを設置／維持し、その利用促進に努めるものとする。

(2)　協議－2000年問題に関する国立ウェブサイトの設置にあたり、合衆国総
務庁長官は、次の者と協議する：

(A)　合衆国行政管理予算局局長

(B)　合衆国中小企業庁長官

(C)　合衆国消費者製品安全委員会

(D)　州政府および地方自治体の公務員

(E)　合衆国標準技術研究所所長

(F)　消費者グループおよび業界グループの代表者

(G)　適切と認められる他の実体の代表者

(b)　レポート－合衆国総務庁長官は、本法律の制定日から60日以内（60日目を含
む）に、本条の要件を満たすための計画についてのレポートを上院および下院
の各司法委員会、上院政務委員会および下院政府改革管理委員会宛に提出する。

合衆国下院議長、

合衆国副大統領、および

合衆国上院議長

以上


